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○北上市議会政務活動費交付条例施行規程 

平成13年３月27日 

議会告示第２号 

改正 平成16年３月29日議会告示第１号 

平成20年３月12日議会告示第１号 

平成20年５月14日議会告示第２号 

平成22年３月31日議会告示第２号 

平成23年12月15日議会告示第１号 

平成24年12月20日議会告示第１号 

（題名改称） 

（趣旨） 

第１条 この規程は、北上市議会政務活動費交付条例（平成13年北上市条例第１号。

以下「条例」という。）に基づき、条例を施行するため必要な事項を定めるものと

する。 

（平24議会告示１・一部改正） 

（交付申請書） 

第２条 条例第６条第１項の交付申請書は、政務活動費交付申請書（様式第１号）と

する。 

２ 条例第６条第２項の交付変更申請書は、政務活動費交付変更申請書（様式第２号）

とする。 

（平20議会告示１・平24議会告示１・一部改正） 

（交付決定通知書） 

第３条 条例第７条の交付決定通知書は、政務活動費交付決定（変更）通知書（様式

第３号）とする。 

（平16議会告示１・平20議会告示１・平24議会告示１・一部改正） 

（交付請求書） 

第４条 条例第８条の交付請求書は、政務活動費交付（変更）請求書（様式第４号）

とする。 

（平20議会告示１・平22議会告示２・平24議会告示１・一部改正） 

（収支報告書） 

第５条 条例第11条第１項の収支報告書は、政務活動費収支報告書（様式第５号）と
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する。 

（平20議会告示１・一部改正、平24議会告示１・旧第６条繰上・一部改正） 

附 則 

この告示は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年議会告示第１号） 

この告示は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年議会告示第１号） 

この告示は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年議会告示第２号） 

この告示は、公布の日から施行し、平成20年４月１日から適用する。 

附 則（平成22年議会告示第２号） 

この告示は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年議会告示第１号） 

この告示は、平成23年12月15日から施行する。 

附 則（平成24年議会告示第１号） 

１ この規程は、平成25年３月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の政務活動費交付条例施行規程の規定は、この規程の施行

の日以後に交付する政務活動費から適用し、同日前に交付した政務調査費について

は、なお従前の例による。 
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様式第１号（第２条第１項関係） 

（平20議会告示１・平24議会告示１・一部改正） 

様式第２号（第２条第２項関係） 

（平20議会告示１・平24議会告示１・一部改正） 

様式第３号（第３条関係） 

（平16議会告示１・全改、平20議会告示１・平22議会告示２・平24議会告示１・

一部改正） 

様式第４号（第４条関係） 

（平16議会告示１・全改、平20議会告示１・平22議会告示２・平23議会告示１・

平24議会告示１・一部改正） 

様式第５号（第６条関係） 

（平20議会告示１・平23議会告示１・平24議会告示１・一部改正） 

 


